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　厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準として
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準」（以下「脳・心臓
疾患の認定基準」といいます。）を定めています。
　このパンフレットは、脳・心臓疾患の認定基準の概要と、「過労死」がどのように労災認定
されるかについて、わかりやすくまとめたものです。
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　1つの勤務先の負荷を評価しても労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷を総合的
に評価して労災認定できるかどうかを判断します。
　なお、業務による負荷は、労働時間については通算し、労働時間以外の負荷要因については
負荷を総合的に評価し、業務による明らかな過重負荷を受けたか否かを判断します。

「複数の会社等に雇用されている労働者」の取扱い
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新潟市中央区美咲町１−２−１　新潟美咲合同庁舎２号館

大阪市中央区大手前４−１−６７　大阪合同庁舎第２号館

熊本市西区春日２−１０−１　熊本地方合同庁舎

脳・心臓疾患の労災補償について、詳しくは
最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。
脳・心臓疾患の労災補償や労災保険給付などに関する一般的なご質問は、こちらでも受け付けています。

名古屋市中区栄２－３－１ 名古屋広小路ビルヂング

大津市打出浜１４－１５ 滋賀労働総合庁舎

052( 855) 2147

(Ｒ２．９)

鹿児島市東千石町１４－１０　天文館大樹生命南国テレホンビル

ＴＢＭ長崎ビル

奈良市法蓮町１６３−１　新大宮愛正寺ビル３階


